
 

工事及び業務に係る検査・打合せ等の対応について【新旧対照表】 

改 正 案 現   行 

１ 検査にあたっての考え方 
 ⑴ 検査職員は、検査に先立って事前に資料を確認し、検査の効率化に努めると

ともに、書類検査は可能な限りWeb会議システムを活用する。 
   なお、情報共有システム（ASP）活用工事については、Web会議システムによ

る検査を原則とする。 
 ⑵ 監督職員は、検査職員が短時間で効率的に検査が出来るよう、検査日程の調

整を図ること。 
   なお、検査書類又は納品データについては、日程に余裕をもって事前に検査

職員に提出すること。 
⑶ 監督職員は、検査実施までに工事又は業務概要を検査職員へ説明すること。 
⑷ 実地検査は、検査職員に監督職員が同行し現地を確認する。 

   ただし、監督職員が遠隔臨場を行う場合は、モバイル端末等を準備して待機
し、検査職員が求めた場合に対応する。 

⑸ 検査完了日は実地検査日をもって完了日とする。 
   ただし、実地検査後に資料検査を行う場合及び実地検査を要しない業務に係

る検査の場合は、資料検査日をもって完了日とする。 
 
２ 工事検査の方法（書類検査） 
⑴ Web会議システムによる検査 
① 情報共有システム（ASP）活用工事 

   1) 受注者はASP内に検査書類をあらかじめ準備し、整った段階で監督職員
に報告 

   2)  監督職員は検査書類の準備が整ったことを検査職員に報告 
   3)  検査職員は事前にASP内の検査書類を確認 
   4)  Web会議システムを利用し検査を実施 

② 上記①以外の工事 
   1) 受注者は検査書類をあらかじめ準備し、整った段階で監督職員に提出 
   2)  監督職員は検査書類を検査職員に提出 
   3)  検査職員は事前に検査書類を確認 
   4)  Web会議システムを利用し検査を実施 
 
 ⑵ 対面による検査 
   1) 受注者は検査書類をあらかじめ準備し、整った段階で監督職員に提出 
   2)  監督職員は検査書類を検査職員に提出 
   3)  検査職員は事前に検査書類を確認 
   4)  対面による検査を実施 
     なお、監督職員は、モバイル端末等を準備して待機し、検査職員が求め 

た場合に対応する。 
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改 正 案 現   行 

３ 業務検査の方法 
⑴ Web会議システムによる検査 

1) 受注者は納品データを監督職員に提出 
2)  監督職員は検査職員に納品データを提出 

   3)  検査職員は事前に納品データを確認 
4)  Web会議システムを利用し検査を実施 

 
⑵ 対面による検査 

1) 受注者は納品データを監督職員に提出 
2)  監督職員は検査職員に納品データを提出 

   3)  検査職員は事前に納品データを確認 
4)  対面による検査を実施 

なお、監督職員は、モバイル端末等を準備して待機し、検査職員が求め 
た場合に対応する。 

 
４ 対面検査時の留意事項 
  新型コロナウイルス感染症の感染対策の観点から、「国が示す基本的な感染対
策の考え方」（別紙－４）などを参考に、各所属において、時々の状況等を踏ま
えながら感染対策の必要性を判断するものとする。 

  
 
 
 
 
５ 工事及び業務に係る打合せ 
  打合せ等についても、検査と同様の対応とする。 

（可能な限りWeb会議システムを活用する。） 
 
６ 適用 
  令和５年５月２９日から適用する 
 
７ 添付資料 
⑴ 受検体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙－１ 
⑵ 工事検査のイメージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙－２ 
⑶ リモート検査作業手順マニュアル案 ・・・・・・・・・・ 別紙－３① 

 ⑷ リモート検査作業手順マニュアル案（検査職員用） ・・・ 別紙－３② 
 ⑸ リモート検査作業手順マニュアル案（受注者用） ・・・・ 別紙－３③ 
⑹ 国が示す基本的な感染対策の考え方・・・・・・・・・・・ 別紙－４ 
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４ 対面検査時の留意事項 
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、当面の間、 
対面検査を実施する場合は次のとおりとする。 

  ① あらかじめ受注者に対し、最小限の人数で実施するよう働きかけを行う。 
  ② 広い部屋での実施、マスク着用等、感染予防を徹底する。 
  ③ 検査職員は、検査に出席した受発注者双方の全員の氏名を検査メモ等に記 

載、確実に記録として残す。 
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